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調査・取締り状況（平成２５年１０月～令和４年３月末まで）

表１ 消費税転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）消費税転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代
金支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 １，１１３件 ５件 １，１１８件

製造業 １，３８１件 ２件 １，３８３件

情報通信業 ９５６件 ９件 ９６５件

運輸業
（道路貨物運送業等）

３７６件 ２件 ３７８件

卸売業 ４２４件 １件 ４２５件

小売業 ５７４件 １３件 ５８７件

不動産業 ３０５件 ９件 ３１４件

技術サービス業
（広告・建築設計業等）

４８７件 １件 ４８８件

学校教育・教育支援業 ２６７件 ４件 ２７１件

その他（注８） １，４３３件 １３件 １，４４６件

合計 ７，３１６件 ５９件 ７，３７５件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は，
当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナンス業・
警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 ５６１件 ６件 ５６７件

買いたたき
（注５）

６，８０４件 ５７件 ６，８６１件

商品購入・役務利用
・利益提供の要請

９４件 ０件 ９４件

本体価格での
交渉の拒否

２８４件 ０件 ２８４件

合計（注６） ７，７４３件 ６３件 ７，８０６件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以前に減
額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるものを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及び表３
に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

１４，７９４件 ８，６８１件
７，３１６件
（２７３件）

５９件
（１３件）

１３件

消費税転嫁対策特別措置法は，令和３年３月３１日をもって失効しましたが，同法附則第２条第２項の規定により，同法の失効前に
行われた違反行為は，引続き，同法による調査，指導，勧告等の対象となります。


